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○沖縄県都市公園条例施行規則 

昭和53年５月11日規則第24号 

改正 

昭和63年３月31日規則第32号 

平成元年３月31日規則第34号 

平成３年５月10日規則第30号 

平成４年３月31日規則第18号 

平成６年３月31日規則第13号 

平成７年３月24日規則第14号 

平成８年11月26日規則第81号 

平成９年５月23日規則第35号 

平成11年３月31日規則第33号 

平成12年３月31日規則第115号 

平成17年３月31日規則第35号 

平成25年11月22日規則第91号 

平成26年３月31日規則第34号 

平成26年11月18日規則第64号 

平成28年３月31日規則第37号 

平成29年12月28日規則第50号 

平成30年12月28日規則第79号 

平成31年３月29日規則第35号 

令和３年３月26日規則第25号 

令和５年３月31日規則第25号 

沖縄県都市公園条例施行規則をここに公布する。 

沖縄県都市公園条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、沖縄県都市公園条例（昭和52年沖縄県条例第41号。以下「条例」という。）

の規定により規則に委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（許可の申請） 

第２条 都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）第５条第１項又は第６条第１項
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の規定による公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用（以下「公園施設の設置等」とい

う。）の許可を受けようとする者は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に掲げる申請書を、

知事に提出しなければならない。 

(１) 法第５条第１項の規定により公園施設の設置又は管理をしようとする場合 

ア 公園施設を設置しようとするとき 公園施設設置許可申請書（第１号様式） 

イ 公園施設を管理しようとするとき 公園施設管理許可申請書（第２号様式） 

(２) 法第６条第１項の規定により都市公園を占用しようとする場合 都市公園占用許可申請書

（第３号様式） 

２ 前項の申請があつた場合において、知事は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める

ときは、許可証（第４号様式）を交付するものとする。 

（許可事項の変更手続） 

第３条 公園施設の設置等の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変

更許可申請書（第５号様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の申請があつた場合においては、前条第２項の規定を準用する。 

（備品等の利用料金の基準額） 

第４条 条例別表第３に規定する規則で定める物及び条例別表第６第２項に規定する規則で定める

額は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 条例別表第６の備考２の実費に相当する規則で定める額は、別表第２に掲げるとおりとする。 

（保管工作物等一覧簿） 

第５条 条例第11条の３第２項の規則で定める様式は、第６号様式のとおりとする。 

（保管工作物等の返還に係る受領書） 

第６条 条例第11条の６の規則で定める様式は、第７号様式のとおりとする。 

（届出） 

第７条 条例第12条の規定による届出の様式は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める様式のとおりとする。 

(１) 条例第12条第１号の届出 第８号様式 

(２) 条例第12条第２号の届出 第９号様式 

(３) 条例第12条第３号の届出 第10号様式 

(４) 条例第12条第４号又は第５号の届出 第11号様式 

(５) 条例第12条第６号の届出 第12号様式 
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（使用料の減免） 

第８条 条例第15条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおり

とする。 

(１) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が、公用若しくは公共用又は公益上の

目的のため都市公園（有料公園施設等を除く。）を使用する場合 

(２) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間都市公園を使用する場合 

(３) 前２号に定めるもののほか、知事が特に必要があると認める場合 

２ 使用料を減額し、又は免除する額は、次のとおりとする。 

(１) 前項第１号及び第２号に当たる場合 使用料の全額 

(２) 前項第３号に当たる場合 その都度知事の定める額 

（使用料の減免申請手続） 

第９条 条例第15条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書

（第13号様式）を知事に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第10条 条例第16条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとす

る。 

(１) 法第27条第２項の規定により許可を取り消した場合 

(２) 許可を受けた者の責に帰することができない事由により公園施設の設置等ができなくなつ

た場合 

(３) 許可を受けた者が公園施設の設置等を開始する日の10日前までに、許可の取消しを申し出

てやむを得ない事情があると認められる場合 

２ 使用料を還付する額は、次のとおりとする。 

(１) 前項第１号に当たる場合 

ア 許可に係る公園施設の設置等を開始する前に、許可を取り消したとき 使用料の全額 

イ 許可に係る公園施設の設置等の期間中に、許可を取り消したとき 取り消した日以後の許

可期間の許可期間に対する割合に対応する使用料の額 

(２) 前項第２号に当たる場合 公園施設の設置等ができなくなつた日以後の許可期間の許可期

間に対する割合に対応する使用料の額 

(３) 前項第３号に当たる場合 使用料の額の９割相当額 

（使用料の還付申請手続） 
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第11条 条例第16条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書

（第14号様式）を知事に提出しなければならない。 

（指定管理者の指定申請書等） 

第12条 条例第19条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書（第15号様式）によ

るものとする。 

２ 条例第19条に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(１) 法人である団体にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(２) 法人でない団体にあつては、定款又は寄附行為に相当する書類及び代表者の身分証明書（市

町村長が発行するものに限る。） 

(３) 申請に係る業務の実施の方法を記載した書類 

(４) 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的

基礎を有することを明らかにする書類（申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつて

は、その設立時における財産目録） 

(５) 役員の氏名、住所及び履歴を記載した書類 

(６) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

（首里城公園指定管理者制度運用委員会等の組織等） 

第13条 首里城公園指定管理者制度運用委員会、奥武山公園及び奥武山総合運動場指定管理者制度

運用委員会及び都市公園指定管理者制度運用委員会（以下「運用委員会」という。）に、それぞ

れ、会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、運用委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務

を代理する。 

４ 運用委員会の会議は、それぞれ、会長が招集し、会長が議長となる。 

５ 運用委員会は、それぞれ、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

６ 運用委員会の会議の議事は、それぞれ、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

７ 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、それぞれの運用委員会の決議があったとき

は、当該事件に係る議決に参加することはできない。 

８ 運用委員会は、必要があると認めるときは、調査を行い、又は専門家その他の関係者の出席を

求め、意見若しくは説明を聴くことができる。 



5/22 

９ 運用委員会の行う指定管理者の選定に係る調査審議の手続は、公開しない。 

10 首里城公園指定管理者制度運用委員会及び都市公園指定管理者制度運用委員会の庶務は土木建

築部都市公園課において、奥武山公園及び奥武山総合運動場指定管理者制度運用委員会の庶務は

文化観光スポーツ部スポーツ振興課において、それぞれ処理する。 

11 その他運用委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ、会長が運用委員会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年３月31日規則第32号） 

この規則は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月31日規則第34号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年５月10日規則第30号） 

この規則は、平成３年６月１日から施行する。 

附 則（平成４年３月31日規則第18号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第３条の２の表の改正規定中レクリエー

ションプールの項に係る部分は平成４年７月１日から、駐車場の項に係る部分は平成４年11月３日

から施行する。 

附 則（平成６年３月31日規則第13号） 

この規則は、平成６年７月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月24日規則第14号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年11月26日規則第81号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年５月23日規則第35号） 

この規則は、平成９年６月１日から施行する。 

附 則（平成11年３月31日規則第33号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日規則第115号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月31日規則第35号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年11月22日規則第91号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第34号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年11月18日規則第64号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第37号） 

この規則は、平成28年６月１日から施行する。 

附 則（平成29年12月28日規則第50号） 

この規則は、平成30年１月５日から施行する。 

附 則（平成30年12月28日規則第79号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日規則第35号） 

この規則は、平成31年10月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月26日規則第25号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日規則第25号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

種類 基準額 

陸上競技場 

棒高跳用一式 100円

走高跳用一式 100円

決勝審判台 100円

着地測定器 100円

移動障害物一式 100円

大型映像撮影機 30,980円

小型映像撮影機 2,680円

上記以外のもの一点につき 40円
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体育館 

移動式バスケットリング一式 200円

体操用フロア 300円

ハンドボール用ゴール 200円

バドミントン一式 100円

バレーボール一式 100円

卓球台一式 100円

フェンシング一式 300円

特設ステージ 1,060円

体操用具（一種目につき） 200円

水泳プール 水球一式 100円

屋内運動場 

レクリエーション用具一式（一種目につき） 100円

マイク（スタンドを含む。）一本につき 100円

上記以外のもの一点につき 40円

別表第２（第４条関係） 

空調利用料金 

種類 単位 基準額 

陸上競

技場 

記者室 １時間までごとに 320円

運営本部室 １時間までごとに 250円

会議室 １時間までごとに 250円

中継スタッフ控室 １時間までごとに 170円

特別室 １時間までごとに 190円

放送室 １時間までごとに 220円

カメラマン室 １時間までごとに 190円

ドーピングコントロール室 １時間までごとに 130円

審判室 １時間までごとに 110円

記録室 １時間までごとに 90円

映像操作室 １時間までごとに 90円

蹴球場 
第１会議室 １時間までごとに 240円

第２会議室 １時間までごとに 120円
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管理事

務所会

議室 

専用利用の場合 １時間までごとに 200円

南エン

トラン

ス管理

事務所

多目的

室 

専用利用の場合 １時間までごとに 250円

コミュ

ニティ

センタ

ー 

おおきなサロン １時間までごとに 270円

ちいさなサロン １時間までごとに 180円
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 
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第３号様式（第２条関係） 
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第４号様式（第２条関係） 
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第５号様式（第３条関係） 
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第６号様式（第５条関係） 

 

第７号様式（第６条関係） 
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第８号様式（第７条関係） 
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第９号様式（第７条関係） 
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第10号様式（第７条関係） 
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第11号様式（第７条関係） 
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第12号様式（第７条関係） 
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第13号様式（第９条関係） 
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第14号様式（第11条関係） 
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第15号様式（第12条関係） 

 


